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2月14日、大阪市中央区のエル・おおさかにて永年
にわたって大阪府商工業の振興と発展に寄与された
方々の功績を讃える令和6年度 ｢大阪府商工関係者知
事表彰式｣ が執り行われ、172名の個人、4の事業所･
団体の受賞者が出席し表彰された。

なお、当協会からは次の方々が表彰された。

2月14日、大阪市中央区の大阪合同庁舎第4号館にてトラック運送業界の発展に多大の功績のあった方々を
讃える令和6年度 ｢近畿運輸局自動車関係功労者表彰式｣ が執り行われた。

表彰式では、自動車関係事業に多年精励され、顕著な功績があった方々に対し、自動車交通部関係功労者
として、経営者4名、中間管理者16名、従事者39名が表彰された。

なお、当協会からは、次の方々が表彰された。

【経営者】
谷 昇生 氏

（谷正運輸㈱＝東北支部）

水野 豊 氏
（福原運輸㈱＝浪速南支部）

大阪府商工関係者知事表彰令和 6 年度

令和 6 年度

【中間管理者】
庵谷 隆 氏

（中野運送㈱＝北大阪支部）
山田 穀次 氏

（関西名鉄運輸㈱＝河北支部）
寺山 岳成 氏

（大陽運輸㈱＝大正支部）
上永 隆始 氏

（㈱つばめ急便＝河北支部）

【従事者】
藤井 薫 氏
（㈱ロジパルエクスプレス
＝北大阪支部）

岸田 良典 氏
（㈱ゼロ・プラス西日本
＝南大阪支部）

令和 6 年度 近畿運輸局自動車関係功労者表彰　受賞者（貨物運送のみ）（順不同）

近畿運輸局自動車関係功労者表彰

【運輸・観光関係】（順不同）

松尾 美香 氏（㈱リサイクル松栄＝大正支部）
望田 成彦 氏（東大運輸㈱＝河北支部）
杣　正 氏（ソマ運送㈱＝南大阪支部）
下田 登紀彦 氏（関西物流㈱=東大阪支部）
竹田 敏之 氏（竹田運送㈱=泉州支部）
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これまでの連載では、大阪府が交付金を大幅に削減している現状、そしてその影響についてお伝えし
てきました。トラック運送業は社会の基盤を支える産業でありながら、交付金が十分に活用されてい
ないために、業界の安全対策や労働環境改善が後回しにされているのが現実です。

最終回となる今月号では、大阪府トラック協会の取り組み、そして今後私たちがどう行動すべきかを
考えていきます。

1. 大阪府トラック協会の取り組みは？
① 交付金対策特別委員会の設置

令和６年７月、運輸事業振興助成交付金に係る諸問題に対処するため、会長直轄の交付金対策特別委
員会を設置しました。会議には弁護士も同席しており、法的な観点からアドバイスをいただき、大阪
府による不当な仕打ちを打破すべく、対応策の協議検討を重ねています。

② 大阪府への折衝・要望

毎年、大阪府の担当部署と厳しい折衝を行い、法（運輸事業の振興の助成に関する法律、同法第三条第一項の

事業を定める政令、同法施行規則）に則った交付金の交付を訴えています。また、他府県トラック協会への
交付状況を示したり、交付金の必要性を強く訴えながら、大阪府の対応が全国と比較していかに不十
分であるかを指摘し改善を求めています。また、かねてより大阪府知事にこの現状を訴えるべく面会
も要望していますが、「多忙で時間が取れない」ことを理由に実現には至っていません。

運輸事業振興助成交付金制度の現状と課題
～トラック運送事業者の明るい未来に向けて～

最終回

連載企画

自由民主党
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③ 各政党への働きかけ

運輸事業振興助成交付金は各都道府県が交付するものですが、その根拠となるのは、法（運輸事業の振

興の助成に関する法律、同法第三条第一項の事業を定める政令、同法施行規則）です。ゆえに、国会議員への働き
かけは欠かすことができません。大阪府トラック協会では自由民主党や公明党を中心に交付金の必要
性、現状を訴えるため懸命に要望を行っているほか、地方ならびに中央政界との連携を強化しています。

2. 今後どうすべきか？
平成22年度に交付金が減額されて以降、大阪府トラック協会は粘り強く交渉を続けてきました。しか

し、大阪府の姿勢は変わらず、業界を取り巻く厳しい環境も相まって事業者の負担は重くなるばかり
です。今後は、これまで以上に強力で戦略的な働きかけが必要となってきます。

政治家や国への働きかけ、関係各所との連携、意識啓発のため広報活動の強化など、交付金対策特別
委員会では様々な対策を検討しています。

3. 事業者単位でできることは？
暮らしと経済を支えるトラック運送は、社会にとって欠かすことのできない重要なインフラです。大

阪府が対応を変えるためには、業界の声をさらに強く届ける必要があります。これまでも業界団体と
して要望を行ってきましたが、今後、さらに広く訴えるために、署名活動や一斉行動といったご協力
をお願いする機会もあるかもしれません。その際には、皆様の現場の声をぜひお聞かせください。現
場の実情を伝えていただくことで、行政との交渉に役立てることができます。

4. おわりに
この連載を通じて、大阪府が交付金を大幅に削減していることが、業界の発展や安全対策の強化を妨

げている実情をお伝えしてきました。これは決して「他人事」ではなく、私たちの業界の存続と未来
に直結する問題です。

「大阪府が業界支援に後ろ向きな状況を変えなければならない」
この目標を達成するために、私たちは今後も努力を続けていきます。そのためには、業界全体の結束

と、皆様のご協力が不可欠です。そして、交付金が満額交付されることで、より安全で健全な運送業
界が実現できます。

この連載が、皆様にとって交付金の現状を知るきっかけとなり、共に現状を打破する一助となると信
じております。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

★ 連載企画「運輸事業振興助成交付金制度の現状と課題」への

　 ご意見・ご感想等ございましたら、こちらのQRコードからお願いします。
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物流改正法に関する
近畿ブロック説明会を開催

（一社）近畿トラック協会は国土交通省 近畿運輸

局、（公社）全日本トラック協会と共催で 2 月 26 日、

大阪市港区のアートホテル大阪ベイタワーにて、

物流改正法に関する近畿ブロック説明会を開催し、

近畿 2 府 4 県の会員事業者等約 460 名が参加し、

同時に約 800 名がオンラインにて視聴した。

本説明会は、今年 4 月に施行される物流改正法

について、主として元請事業者等やトラック事業

者に対して、「取引適正化のためのトラック事業者

に対する規制的措置」や「物流効率化のための荷主・

物流事業者に対する規制的措置」を中心に理解を

深めることを目的に開催され、法改正の背景、概

要、書面交付の義務化、実運送体制管理簿 ･ 下請

情報通知、健全化措置 ･ 運送利用管理規程 ･ 運送

利用管理者、荷待ち時間等記録義務付け対象拡大、

物流効率化のための荷主・物流事業者が取り組む

べき措置やその判断基準などについて説明が行わ

れた。

説明会では、近畿運輸局 自動車交通部 西野 光 

部長と（一社）近畿トラック協会 平島竜二 会長から

主催者挨拶が行われた後、国土交通省 物流・自動

（一社）近畿トラック協会

車局 物流政策課 担当官から「改正物流効率化法の

施行」について、国土交通省 物流・自動車局 貨物

流通事業課 担当官から「改正貨物自動車運送事業

法の施行」について、それぞれ説明が行われ、出席

者やオンライン参加者からの質疑応答が行われた。

最後に、（公社）全日本トラック協会 金子貴史 役

員待遇企画部長から閉会の挨拶が行われた。

なお、本説明会については４月以降、各府県ト

ラック協会主催でも開催する予定となっている。

近畿ブロック説明会の様子

挨拶をする
近畿運輸局 自動車交通部

 西野 光 部長

挨拶をする
（一社）近畿トラック協会

平島竜二 会長



Mar 2025 5

2月19日の広報委員会を皮切りに、当協会は令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)等を審議するため
の各常任委員会を開催した。
各委員会では昨年 12 月 11 日に開催した第 327 回常任理事会ならびに第 241 回理事会にて承認決定
された令和 7 年度の事業計画骨子および令和 7 年度収支骨格予算を基に審議され、令和 7 年度の事業計
画等が承認された。
（承認された議案については3月 11日開催の第328回常任理事会ならびに第242回理事会に上程する。）

令和 6年度　第 4回
広報委員会

古谷 裕子 委員長
◇日程＝令和7年2月19日（水）午後2時30分
◇場所＝大ト協研修センター・601号室
◇議題
(1)令和6年度事業実施状況について
(2)令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)について
(3)その他
◇令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)
＜事業計画＞

(1) 協会機関誌｢トラック広報｣の発行及びホーム

ページ等による各種情報の提供

(2) トラック輸送の果たす役割と重要性の理解促進

ならびに業界イメージの向上を図るための対外

広報の実施

(3) 人材不足の解消を目的とした業界PR及び人材

確保対策の推進

(4)ＳＮＳを活用した積極的な対外広報の実施

＜事業予算＞

〇政令第1～7号共通事業

【広報事業費】

▽広報費＝24,000,000円

▽広報活動費＝8,500,000円

▽合同就職面接会開催費＝3,000,000円

〇会員厚生

【人材確保対策事業費】

▽人材確保対策事業費＝1,400,000円

◇令和7年度広報事業の推進(案)
1.協会機関紙「トラック広報」の発行

2.対外広報活動の実施

(1)｢トラックの日」行事の実施

(2)児童絵画コンクールの実施

(3)人材確保対策事業の実施

(4)その他広報活動

①パンフレットによるトラック運送業界のＰＲ

②JAPAN MOBILITY SHOW OSAKA 2025

 （第13回大阪モーターショー）

③(一社)近畿トラック協会との連携による

　広報活動

令和 6年度　第 3回
労働安全委員会

池辺 祐一  委員長
◇日程＝令和7年2月20日（木）午後2時
◇場所＝大ト協研修センター・201号室
◇議題
(1)令和6年度事業実施状況について

各委員会の議題等については以下のとおり

常任委員会を開催
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(2)�令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)につ
いて

(3)その他
◇令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)
＜事業計画＞

1. 健康相談事業並びに健康状態に起因する事故防

止対策事業の推進

①定期健康診断の受診促進

② ＳＡＳ(睡眠時無呼吸症候群)・脳疾患対策の

推進

③ 健康状態に起因する事故防止およびメンタル

ヘルス対策の推進

2.労働対策事業の実施

①陸災防との連携による労働災害防止対策の推進

② 長時間労働の抑制ならびに、働き方改革の実

現に向けた対策の推進

③ 労働安全に関する関係機関からの情報の周知

ならびに啓発

＜事業予算＞

〇貨物の輸送の安全の確保に関する事業

【交通安全運動等実施費】

▽ドライバー等交通安全講習会費＝2,000,000円

▽陸災防協調事業助成金＝12,000,000円

【健康相談事業費】

▽ＳＡＳ検査協調事業費等＝6,500,000円

▽脳健診受診費助成＝2,800,000円

▽移動健康診断受診費助成＝17,220,000円

▽移動健康診断経費＝8,000,000円

令和 6年度　第 3回
経営改善委員会

鴻池 忠彦  委員長
◇日程＝令和7年2月21日（金）午後3時
◇場所＝大ト協研修センター・201号室
◇議題
(1)令和6年度事業報告･予算の執行状況について
(2)�令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)につ
いて

(3)その他
◇令和7年度事業計画ならびに予算(案)
＜事業計画＞

(1) 改正物流法・改正改善基準告示等への対応なら

びに中小企業経営基盤強化対策の推進

①経営基盤強化対策

▽ 改正「標準的運賃・標準運送約款」及び改正

物流法・改正改善基準告示等の普及促進

▽ コストの見える化と適正な運賃･料金収受のた

めの「原価計算セミナー」の開催及び経営分

析報告書の活用ならびに経営診断事業の実施

②後継者等人材育成事業の推進

▽事業後継者育成事業の推進

▽中小企業大学校の受講促進

(2)都市内物流の効率化対策

①物流の効率化とＷｅｂＫＩＴの普及促進

(3)情報化の推進

①会員事業者への情報提供としての研修会の開催

(4)引越関係講習会の開催

①講習会の開催

(5)近代化基金の融資対処

①一般融資

②ポスト新長期等導入融資
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＜事業予算＞

〇政令第2号サービスの改善及び向上に関する事業

【中小企業経営基盤強化対策推進費】

▽経営基盤強化費＝4,500,000円

▽後継者育成費＝4,600,000円

【都市内物流の効率化対策費】

▽対策費＝2,100,000円

▽委託費＝0円　※対策費に統合

【情報化の推進】

▽推進費＝3,500,000円

【引越関係講習会費】

▽講習会費＝390,000円

＜実施事業等（利子補給事業）収支予算書(案)＞

〇事業活動収支の部

【事業活動収入】

▽特定資産受取配当金収入＝9,500,000円

▽特定資産受取利息収入＝20,000円

▼事業活動収入計＝9,530,000円

【事業活動支出】

▽利子補給金支出＝32,000,000円

▽利子補給事業費支出＝9,000,000円

▼事業活動支出計＝41,000,000円

▼事業活動収支差額＝-31,470,000円

〇投資活動収支の部

【投資等活動収入】

▽特定資産取崩収入＝1,290,000,000円

▼投資活動収支差額＝30,000,000円

〇予備費支出

▽当期収支差額＝－30,768,000円

▽前期繰越収支差額＝30,768,000円

▼次期繰越収支差額＝0円

令和 6年度　第 3回
交通 ･環境対策委員会

石原　修  委員長
◇日程＝令和7年2月25日（火）午後3時
◇場所＝大ト協研修センター･601号室
◇議題
(1)令和6年度事業実施状況について
(2)�令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)につ
いて

(3)その他
◇令和7年度事業計画(案)ならびに予算(案)
＜事業計画＞

1.飲酒運転をはじめとする交通事故防止対策の徹底

2.交通安全運動等における事故防止啓発活動の実施

3.交通安全対策支援機器の導入助成

4.トラックドライバー・コンテストの実施

5.過積載防止対策の推進

6.環境･省エネ対策の推進

7.環境対応車の普及促進

8.各種環境保全啓発活動の推進

9. 台風、大雨、地震等、大規模災害発生時におけ

る緊急輸送体制の確立

＜事業予算＞

〇貨物の輸送の安全の確保に関する事業

【自動車事故対策機構等の活用費】

▽適性診断負担金＝24,000,000円

▽基礎講習受講助成＝5,384,500円

【ドライバーコンテスト・大阪府大会費】

▽車両借上料＝250,000円

▽賞品費＝730,000円

▽備消品費＝250,000円

▽会議費＝270,000円
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【ドライバーコンテスト・全国大会費】

▽旅費交通費＝270,000円

【交通安全運動等実施費】

▽ドライバー等安全教育訓練助成費

　 ＝3,300,000円

▽ドライブレコーダ導入助成費＝43,000,000円

▽後方視野確認支援装置助成費＝37,000,000円

▽先進安全自動車導入助成費＝72,150,000円

▽初任運転者教育助成費＝108,900円

▽運転記録証明書助成費＝31,992,500円

▽チャレンジコンテスト負担金＝1,000,000円

▽ドライバー等交通安全講習会費＝22,200,000円

【過積載防止街頭ＰＲ費】

▽委託費＝9,120,000円

【過積載防止対策懇談会費】

▽啓発費＝450,000円

〇環境の保全に関する事業

【自動車交通公害等環境問題対策費】

▽環境対応車導入助成費＝6,027,000円

▽ＥＭＳ導入助成費＝20,000,000円

▽アイドリングストップ支援機器助成費

　＝5,989,000円

▽エコタイヤ導入助成費＝30,000,000円

▽対策費＝100,000円

【環境に配慮した経営促進助成金】

▽グリーン経営新規取得助成＝200,000円

▽グリーン経営更新取得助成＝1,500,000円

〇震災等災害時物資輸送体制整備に関する事業

【緊急輸送訓練費】

▽本部活動費＝1,500,000円

▽支部活動費＝1,800,000円

▽備消品費＝1,000,000円 

▽通信費＝144,000円

【緊急輸送体制の整備費】

▽緊急輸送体制の整備費＝5,400,000円

▽緊急輸送体制の維持費＝4,520,200円

【ラスト・ワンマイル対策費】

▽訓練費＝1,000,000円

▽講習会費＝600,000円

令和 6年度　第 4回
総務委員会

重　博文  委員長
◇日程＝令和7年2月27日（木）午後3時
◇場所＝大ト協研修センター・601号室
◇議題
(1)令和7年度事業計画(案)について
(2)令和7年度会費の額および納入方法等(案)について
(3)令和7年度各会計収支予算(案)について
(4)近代化基金特定資産の一部取崩し(案)について
(5)その他
◇令和7年度事業計画ならびに予算(案)
＜事業計画＞

(1) 事業計画･予算ならびに事業報告・決算に関す

る審議

(2) 交付金事業の資金計画等の策定対処ならびに申

請手続き等の行政対処

(3)協会組織･運営方策の改善対処

(4)協会事業の総合的な企画及び調整

(5)自動車関係諸税制の負担軽減等対処

(6)施設の運営管理対処

(7)人権問題に対する啓発対処

(8)コンピュータ等の活用対処

(9)中央事業への出損対処

(10)SDGsの推進

◇令和7年度�会費の額および納入方法等(案)
１．会費の額並びに納入方法は、次のとおり。
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≪会費の額≫

①貨物自動車運送事業者

▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円

▽車両割（1台1ヶ月当り）

【普通車(4トン以上、けん引車を含む)および

　小型車(積載量4トン未満)】

▽30台まで＝普通車420円・小型車210円

▽31～200台＝普通車410円・小型車200円

▽201～500台＝普通車400円・小型車190円

▽501台以上＝普通車390円・小型車180円

【被けん引車】

▽ 30台まで＝ポールトレーラ以外140円・

ポールトレーラ110円

▽ 31～200台＝ポールトレーラ以外130円・

ポールトレーラ100円

▽ 201～500台＝ポールトレーラ以外120円・

ポールトレーラ90円

▽ 501台以上＝ポールトレーラ以外110円・

ポールトレーラ80円

②貨物運送取扱事業者（専業者に限る）

▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円

▽取扱専業者割（1会員1ヶ月当り）7,500円

≪納入方法≫

協会発行の請求書により、四半期ごとに納入。

2.入会金の額並びに納入方法は、次のとおり。

≪入会金の額≫

新規加入者１者につき50,000円

≪納入方法≫

入会申込と同時に納入するものとする。

3. 会費請求額の修正を行う特別措置は、｢会費車両

台数変更連絡票」により、所属支部あてＦＡＸ

で連絡を頂いた会員事業者に限り、次により修

正した会費請求書を発行するものとする。

① 4月～6月中に会費車両台数の変更があり、7月

10日までに所属支部あて連絡を頂いた場合に

限り、修正した2期分（7月分～9月分）請求書

を発行するものとする。

② 10月～12月中に会費車両台数の変更があり、

１月10日までに所属支部あて連絡を頂いた場

合に限り、修正した4期分（1月分～3月分）請

求書を発行するものとする。

注1. 1期分（4月分～6月分）請求書は、従来通

り、3月末現在運輸支局に登録された実在車

両数に基づき発行するものとする。　

注2. 期分（10月分～12月分）請求書は、従来通

り、9月末現在運輸支局に登録された実在車

両数に基づき発行するものとする。

◇近代化基金特定資産の一部取り崩し(案)
▼取崩額＝160,000,000円

＜取崩額(案)内訳＞

①令和6年度交付金事業負担＝130,000,000円

②令和7年度利子補給充当額＝30,000,000円

▼取崩理由

① 交付金事業費（実施事業等（輸送の振興・

安全・環境保全事業））の本年度自社負担

額に充当するため。

② 基金運用収入の減少に伴い、一般融資・ポ

スト新長期融資等の近代化基金融資に係る

令和7年度利子補給事業等に充当するため。

▼取崩期日

①令和6年度期中

②令和7年度期中

※ 但し、交付金事業費においては、期中におけ

る見込額である為、実際の決算額で取り崩し

を行なうため、差異が発生する場合がござい

ます。

なお、総務委員会事業予算に関してはトラック

広報4月号の第328回常任理事会･第242回理事会の

記事内で掲載予定。
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自動点呼システム並びに
スキマバイトアプリ･タイミー説明会を開催（北大阪支部）
当協会 北大阪支部（松元勇吾 支部長）は、大阪府トラック総合会館･研修
センターにおいて「タブレットによる自動点呼システム並びにスキマバ
イトアプリ･タイミーによる説明会」を開催、支部会員事業者等19名が
参加した。説明会では㈱ウイズ 担当者より、自動点呼のこれまでの経
緯と今後の流れについてや、機器の費用･助成金等について説明が行わ
れた。また㈱タイミー 担当者より、「働きたい時間」と「働いてほしい
時間」をマッチングするスキマバイト募集サービスの仕組みや、アルバ
イトから正社員になった事例等について説明が行われた。

トラック前幕出発式を開催
（確定申告期間啓発活動）（西支部）

当協会 西支部（武本琢也 支部長）は、大阪市西区の西税務署に
おいて確定申告期間の啓発活動として、トラック前幕出発式を
開催した。この啓発活動は、西税務署から確定申告の申告期間
開始にあたり適正な納税申告を呼びかける協力依頼があり、西
支部会員事業者のトラック車体前面に申告を呼びかける幕を取
り付けて走行をしている。出発式では京町堀運輸倉庫株式会社
の車両に前幕を取り付け出動し、啓発を呼びかけた。

整備管理者選任後研修
近畿運輸局大阪運輸支局主催による令和6年度整備管理者選
任後研修が、2月7日および19日に大阪市中央区のドーンセ
ンターにおいて開催、2月28日に大阪府トラック総合会館･
研修センターにおいて開催され、3日間あわせて会員事業者
の整備管理者等343名が参加した。本研修は道路運送車両法
に基づき選任された「整備管理者」に対し2年毎の受講が義
務付けられており、最終受講歴が令和4年度もしくはそれ以
前の方を対象に実施された。

運行管理者等実務者勉強会を開催（東北支部）
当協会 東北支部（中島仁志 支部長）は、大阪市中央区の大阪
キャッスルホテルにおいて運行管理者等実務者勉強会を開
催、支部会員事業者等50名が参加した。勉強会では㈱FULL
×ALL 代表取締役 大林謙太 氏より、「ドライバー視点で見
る“良い管理者の条件” ～これからの管理者に期待される役
割～」をテーマに講演が行われた。

業界研究会＆
合同企業説明会に出展
（OSAKA�JOBフェア）

大阪府主催 業界研究会＆合同
企 業 説 明 会（OSAKA JOBフ ェ
ア）が大阪市北区のハービス
ホールにおいて2月7日･8日に
開催された。初日である2月7
日、様々な業界を紹介する「新
生活応援エリア」において当
協会もブースを出展し、トラ
ック運送業界に興味を持つ求
職者や学生等に業界の魅力や
免許制度等について説明を行
った。

改正「標準的な運賃」の活用（原価計算）セミナー
大阪市港区のアートホテル大阪ベイタワーにおいて、改正

「標準的な運賃」の活用（原価計算セミナー）を開催、会員事
業者等183名が参加した。セミナーでは日本PMIコンサルテ
ィング㈱ 代表取締役 小坂真弘 氏より、改正「標準的な運賃」
の概要と今後の動向、原価計算を反映した運行形態別運賃
の考え方や、荷主交渉と燃料サーチャージについての講義
が行われた。

2 月3日 2 月７日

2 月7・19・28日 2 月７日

2 月７日 2 月12日



Mar 2025 11

こども食堂支援として寄附金を贈呈（河北支部）
当協会 河北支部（𠮷田正則 支部長）と東淀川運輸協議会（𠮷
田正則  会長）は、大阪市東淀川区の東淀川区社会福祉協議会
においてこども食堂支援のために、同支部と同運輸協議会
合わせて30万円の寄附金を贈呈した。河北支部では毎年、
支部管内のこども食堂の支援を目的に寄附を行っており、
本年度は東淀川区の社会福祉協議会に寄附金を贈呈した。
贈呈式では、運輸協議会を代表し小澤 茂 副会長から東淀川
区社会福祉協議会 𠮷田正則 会長へ目録が手渡された。

ロボット点呼説明会を開催（東北支部）
当協会 東北支部（中島仁志 支部長）は、大阪府トラック総合
会館･研修センターにおいてロボット点呼説明会を開催、支
部会員事業者等が会場に30名、リモートで50名が参加した。
説明会では㈱ナブアシスト ロジスティクス事業部 日下拓哉 
氏より、現状の点呼制度についてや、遠隔点呼について説
明をした上で、自動点呼機器の紹介や機器展示とデモンス
トレーションが行われた。

運輸安全マネジメントセミナー【ガイドライン】
大阪府トラック総合会館･研修センターにおいて、「運輸安
全マネジメントセミナー【ガイドライン】」を開催、2日間合
わせて会員事業者等94名が参加した。セミナーでは（一財）
近畿陸運協会（運輸安全マネジメント支援センター）主任研
究員 より、運輸事業者に期待される安全管理の取組（ガイド
ライン項目の解説）等について講義が行われた。

初任運転者特別講習
大阪府トラック総合会館･研修センターにおいて初任運転者
特別講習を開催、会員事業者の初任運転者等27名が参加し
た。本講習は国土交通省告示に基づく初任運転者に対する特
別な指導のうち、座学教育内容9項目を6時間分実施するもの
で、講習では（一財）近畿陸運協会および（独）自動車事故対策
機構 大阪主管支所の担当者より、貨物の積載方法や過積載
の危険性、また運転者の運転特性に応じた安全運転や健康管
理の重要性などの講義が行われた。

荷役作業時における労働災害防止対策セミナー
【陸災防】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 大阪府支部は、大阪府
トラック総合会館･研修センターにおいて荷役作業時におけ
る労働災害防止対策セミナー～墜落･転落、転倒、動作の反
動･無理な動作～を開催、会員事業者等28名が参加した。セ
ミナーでは陸上貨物運送事業労働災害防止協会 安全管理士
より、荷役作業時における労働災害防止対策等について等
講義が行われた。

交通労働災害防止担当管理者教育講習会
【陸災防】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 大阪府支部は、大阪府
トラック総合会館･研修センターにおいて交通労働災害防止
担当管理者教育講習会を開催、会員事業者等30名が参加し
た。講習では陸上貨物運送事業労働災害防止協会 安全管理
士より、交通労働災害防止担当管理者の役割や、教育およ
び運転者認定制度等について講義が行われた。

2 月12日

2 月12日

2 月14・17日

2 月18日

2 月20日

2 月21日
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適正化事業実施機関からのお知らせ

巡回指導で総合評価Ｄ・Ｅ評価の事業所は、下記の
場合、行政の『監査・処分』の対象です！！！
監査・処分の対象
①巡回実施後、 か月以内に改善報告を未提出、または全て未改善
②巡回指導の総合評価が３回続けてＤ・Ｅ評価

巡回指導１回目
Ｄ・Ｅ評価

監査・処分対象へ

※改善報告は、できたものからで構わないので、
必ず改善期日までに挙証書類と一緒にご提出ください。

【適正化事業部 本部】 【適正化事業部 南部事務所】
０６ ６９６５ ４０２４ ０７２ ２６０ ９４０２

巡回指導２回目
Ｄ・Ｅ評価

巡回指導３回目
Ｄ・Ｅ評価半年後 半年後

運輸支局

巡回日から３か月以内

改善報告未提出、
または全て未改善

巡回日から３か月以内

改善報告未提出、
または全て未改善

３回続けて
総合評価Ｄ・Ｅ評価

行政による
フォローアップ

支局通報支局通報支局通報

フォローアップ後、
早々に再度、巡回指導を

実施します。
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このコーナーでは、危険予知訓練（ＫＹＴ）のＫＹＴシートや事業用貨物自動車の事故事例等をご紹
介します。会員事業者各社のドライバー教育や、事故防止教育等にご活用いただきますよう、よろしくお
願い申し上げます。（引用：独立行政法人自動車事故対策機構　https://www.nasva.go.jp/fusegu/kikentruck.html）

各社ドライバー教育にご活用ください
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大阪府不正軽油防止対策協議会からのお知らせ

16 OSAKA TRUCKING ASSOCIATION



Mar 2025 17

令和８年３月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等

　(公社)全日本トラック協会
女性トラックドライバー採用成功事例集2～

「女性が働きやすい職場づくり」のヒント～』（令和7年2月発行）

トラ坊 のご存知ですか？トラ坊 のご存知ですか？

全国高等学校長協会、主要経済団体（一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所及び全国中小企業団体中
央会）、文部科学省及び厚生労働省において高等学校就職問題検討会議が開催され、令和８年３月に高校を卒業す
る生徒等の採用選考期日等について、以下のとおり取りまとめられました。

令和８年３月新規高等学校卒業者の採用選考期日等
ハローワークによる求人申込書の受付開始 　　・・・・・・・・　    ６月１日
※  高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、

学校に求人が提出されることとなります。
企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 ・・・・・・・・　 ７月１日
学校から企業への生徒の応募書類提出開始 　　・・・・・・・・    ９月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （沖縄県は８月30日）
企業による選考開始及び採用内定開始 　　　　・・・・・・・・    ９月16日

(公社)全日本トラック協会は、機関紙『広報とらっく』の連載企画「女性の輝く現場から」の掲載内容に加え、記
事には掲載しきれなかった内容も併せて再構成して紹介する冊子『女性トラックドライバー採用成功事例集』を発
行しておりますが、令和7年2月に第2弾として、『女性トラックドライバー採用成功事例集2 ～「女性が働きやす
い職場づくり」のヒント～』を発行しました。
冊子では『①採用・面接・育成方針の「超」明確化により女性を含む未経験入社のトラックドライバーに対
するキャリア構築を確立した事業者、②会社初の女性トラックドライバー雇用を契機に「女性のための健康
支援」に着手した事業者、③採用方針を一新してドライバー高齢化からの脱却
と若年者・未経験者・女性・新卒者採用に成功した事業者、④ハード/ソフト
/ワークライフバランスの各面から多角的施策を講じ、女性を含む全ドライバ
ーが働きやすい職場環境改革を実現した事業者の事例』が紹介されています。

※ (公社)全日本トラック協会のホームページからダウンロードいただけます。
https://jta.or.jp/member/kohotruck/josei_driver_booklet.html
HOME ⇒会員の皆様へ ⇒『広報とらっく』 ⇒ 
 ⇒ 冊子『女性トラックドライバー採用成功事例集』の発行について



NPO法人 ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
OCHIS
お知らせ
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近 畿 共 済
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自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を
近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

お問い合わせ・ご連絡は当組合営業課�０６－６９６５－２８２４



大 貨 健 保
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大貨特退共のページ

口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社に、委託割合に応じた運用を委託しております。

なお、委託保険会社および委託割合は変更されることがあります。

(上記の委託保険会社および委託割合は令和6年3月現在のものです｡)
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スタンド平均 ローリー平均 カード平均
132.01 120.25 127.23

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
E N E O S 130.53 119.63 128.07
出光昭和シェル 147.25 120.34 127.75
キ グ ナ ス 117.80
コ ス モ 122.00 120.82 131.50
そ の 他 127.15 120.20 124.97

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 135.03 120.66 127.36
30～50キロリットル未満 126.00 119.27 126.20
50～100キロリットル未満 125.60 120.12
10 0キロリットル以上 127.95 117.40

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 137.00 121.08 130.07
30～60日未満 130.89 119.98 126.66
60日以上 147.00 121.10

■支払期限別集計表

全ト協調べ
※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり）

（2025年1月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス　タ　ン　ド　買　い ロ　ー　リ　ー　買　い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 135. 8 122. 7 119. 8 113. 0
出 光 134. 2 124. 9 132. 5 121. 0
昭 和 シ ェ ル 135. 3 125. 0 119. 4 119. 4
モ ー ビ ル
エ ッ ソ 121. 0 121. 0
ゼ ネ ラ ル 125. 0 125. 0 118. 0 118. 0
キ グ ナ ス
コ ス モ 132. 5 121. 6 119. 8 116. 6
そ の 他 129. 1 120. 7 116. 8 97. 2
全 　 　 　 社 （加重平均値）132. 9 （最低価格）120. 7 （加重平均値）120. 0 （最低価格）97. 2

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2024年９月 126.71 113.31 124.06
2024年10月 128.45 114.53 124.90
2024年11月 127.70 114.54 125.71
2024年12月 129.28 115.61 124.75
2025年１月 132.01 120.25 127.23

■軽油価格推移表

近畿地区軽油価格調査集計表（2025年1月分）



近畿の交通規制情報（規制終了が早い順に掲載しています）
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近畿の交通規制情報（規制終了が早い順に掲載しております）

●3月16日
EXPO EKIDEN 2025 により交通規制を実施

●3月24日～3月29日
中国自動車道　中国豊中 IC ～宝塚 IC（下り線）夜間通行止め

●3月24日～4月5日
中国自動車道　宝塚 IC ～西宮北 IC（下り線）　夜間通行止め

●実施中（令和7年4月12日まで）
国道 1 号バイパス　花博記念公園口東交差点　三ツ島東交差点付近（上下線）
夜間通行止め
第二京阪門真 IC（出入口）夜間閉鎖

●4月15日～4月16日
新名神高速道路　高槻 IC ～茨木千提寺 IC（下り線）

●実施中（令和7年4月中旬）
吹田 SA（上り線）ガスステーション　営業休止

●8月20日～令和7年5月30日
神戸淡路鳴門自動車道　淡路島南 IC ～鳴門北 IC（下り線）　昼夜連続車線規制

●実施中（令和7年10月下旬）
国道 176 号　十三バイパス（北行き一方通行）　終日車線規制

●実施中（終了未定）
国道 26 号堺市フェニックス通り　住吉橋付近　車線規制

●実施中（終了未定）
関西国際空港連絡橋　りんくう JCT ～関西国際空港 IC( 上下線 )　車線規制

その他の道路規制や最新情報は当協会 HP や各道路会社 HP の道路規制情報をご覧ください

軽油購入価格推移表（平均値）

その他の道路規制や最新情報は
当協会HPや各道路会社HPの道
路規制情報をご覧ください



近畿運輸局からのお知らせ
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トラック・物流 G メンによる
「集中監視月間（令和６年１１月・１２月）」の

近畿運輸局での取組結果について
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青年部会（部会長　中邨 一）
令和7年「新春年賀交歓会」

開催日時　令和 7 年 1 月 18 日（土）午後 6 時
会　　場　ホテルロイヤルクラシック大阪
講 演 会　「大阪・関西万博について」
　　　　　大阪府・大阪市万博推進局
　　　　　機運醸成部推進課　中谷 省吾 氏

44444444444444444

引越部会（部会長　坂本 龍次）
令和6年度「新春年賀交歓会」

開催日時　令和 7 年 1 月 20 日（月）午後 6 時
会　　場　天王殿

44444444444444444

百貨店部会（部会長　寺田 良朗）
令和6年度「年賀交歓会」
開催日時　令和 7 年 1 月 24 日（金）午後 6 時
会　　場　木曽路　北新地店

各部会等で
年賀交歓会・荷主懇談会を開催

セメント部会　関西セメント輸送協議会
（部会長　柏原 崇史）

令和7年「新春荷主懇談会」

開催日時　令和 7 年 1 月 29 日（水）午後 6 時
会　　場　スイスホテル南海大阪

44444444444444444

路線部会（部会長　根矢 一義）
令和7年　「新春年賀交歓会」

開催日時　令和 7 年 1 月 31 日（金）午後 6 時
会　　場　ホテルモントレグラスミア大阪

44444444444444444

女性経営者懇話会（会長　岡田 智加子）
令和7年「新春年賀交歓会」
開催日時　令和 7 年 2 月 1 日（土）午後 5 時 30 分
会　　場　スイスホテル南海大阪
セミナー　「多様化する点呼と労務管理について」

共栄システム株式会社　前田 繁孝 氏

大阪府トラック協会
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鉄鋼部会（部会長　木村 貴広）
令和6年度「荷主懇談会」

開催日時　令和 7 年 2 月 5 日（水）午後 5 時
会　　場　ホテルモントレグラスミア大阪
講 演 会　「 物流の 2024 年問題への対応～荷主に

対する新たな規制的措置について～」
　　　　　（公社）全日本トラック協会

役員待遇企画部長　金子貴史 氏

44444444444444444

取扱部会（部会長　新開 孝典）
令和6年度「新春セミナー」

開催日時　令和 7 年 2 月 6 日（木）午後 6 時
会　　場　ANA クラウンプラザホテル大阪
講 演 会　①「 トラック運送業界が抱えている課

題と対策について」
　　　　　　　国土交通省 近畿運輸局 

　　　　　　　自動車交通部 部長 西野 光 氏
　　　　　②「 荷主要請～トラック・物流 G メン

との連携～について」
　　　　　　　大阪労働局労働基準部 部長

小川 裕由 氏

建設部会（部会長　𠮷田 正則 ）
令和6年度「年賀交歓会」

開催日時　令和 7 年 2 月 12 日（水）午後 6 時
会　　場　ホテルグランヴィア大阪

44444444444444444

重量部会（部会長　西光彰男） 
令和6年度「新春年賀講演会」

開催日時　令和 7 年 2 月 19 日（水）午後 7 時
会　　場　ホテルグランヴィア大阪
講 演 会　「 2024 年問題施行後の状況～ 10 月から

の罰則 強化について～」
　　　　　株式会社ブリックス　代表取締役

宇野 栄一 氏

44444444444444444

タンクトラック部会（部会長　山下 英樹）
令和6年度「荷主懇談会」

開催日時　令和 7 年 2 月 21 日（金）午後 5 時
会　　場　ホテルモントレグラスミア大阪
講 演 会　「2025 年以降も問題です‼
　　　　　  ～労務管理について～」
　　　　　共栄システム株式会社　代表取締役

前田 繁孝  氏



SNS更新中 !!

新米トラガール　ひかりちゃん新米トラガール　ひかりちゃん
作 /たぁちゃん

連　載 ４コマ漫画
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今月の４コマ漫画はお子さんの看病が必要なため、急に休まないといけなくなっ
たママさんドライバーに代わり、代走してくれる頼もしい事務員（元ドライバー）
がいるのって運送会社としては本当に武器になりますね。
さてさて、今月も年次有給休暇についてのお話をしようと思います。
今回は使用者側の時季変更権の限界について解説します。
就業規則において、シフト制の会社であれば特にシフト決定後の従業員からの急
な年次有給休暇に対する時季指定権は可能、なぜなら、こうした年次有給休暇申請
は原則的に事後申請の要素が強く、使用者側の時季変更権の行使が可能となります。
しかし、会社側（特に中小零細運送企業にありがち）がよく勘違いしているのが、
急な配送が入った際などに発生するシフトの急な変更で年次有給休暇を予め時季指
定していたドライバーさんに時季変更を働きかける会社もあります。
会社側の理屈としては、急な仕事を断ると、次の仕事に響くので断れないから何
とか休暇時季を変更してドライバーに対応してほしいと思うようですが、そもそも
カツカツの人員配置（人員採用計画に難がある）である場合、会社側の人員配置不
備により、時季変更権を行使できないというのが通説となっていますので、会社は
注意しましょう。
したがって、会社は余剰人員の確保には力を入れておいた方が良いです。
このように会社側の不断の努力が必要となる年次有給休暇の時季変更権ですが、

「令和６年２月 28 日、東京高裁判決」は非常に興味深い判決を出しましたので、
併せて紹介します。
会社は、前月20日までに年休の申請をさせ、25日に翌月の勤務割を掲示してい
たが、最終的なシフトは各勤務日の５日前に出す日別勤務指定表で確定させていた。
従業員は勤務日の５日前にならなければ、時季変更権を行使されるかどうかが分
からない運用となっていた。
一審の東京地方裁判所は、時季変更権行使の遅延と、人員不足の状態で時季変更
権を行使した点を債務不履行と判断し、同社に計 54万円の支払いを命じた。
会社には、事業の正常な運営を妨げる事由の有無を判断するのに必要な合理的な
期間内に時季変更権を行使する付随義務があったにもかかわらず、それを怠ったと
している。人員については、年休取得や休日勤務の命令の状況などから、恒常的な
不足に陥っていたといわざるを得ないとも強調されました。
しかし、二審の同高裁は一転して、労働者らの請求をすべて棄却した。勤務日の
５日前の時季変更権行使は合理性があり、人員不足の状態も認められないと判断し
たのです。
時季変更権行使の時期については、会社の社会的使命を考慮要素としたようで、
鉄道事業法が国土交通大臣に運行計画の変更を命じる権限を与えていることや、東
海道新幹線の重要性を加味すると、会社には需要に応じた列車の運行確保が強く期
待されていると指摘した。また、需要に応じて臨時列車の運行を設定する必要があ
るため、５日前というタイミングが、事業の正常な運営を妨げる事由の存否を判断
するのに必要な合理的期間を超えているとはいえないとしている。なお、人員不足
については、会社が年間 20日の年休取得を前提に、年度ごとに要員計画を立てて
いた点を重視されたということです。
この裁判例は鉄道会社という社会的使命という大義名分がある会社であることと
年休の２０日（法定上の単年度マックス付与日数）取得計画を立てていたというこ
とが会社側の勝利に大きく影響したのでしょう。
一般貨物運送事業者は慢性的な人材不測の業界に身を置いていますが、多重下請
け構造の撤廃や標準的運賃の最低運賃化などの施策を推進し、人件費に予算を割け
る体力のある業界になってもらいたいです。そして、社会に欠かすことのできない
ライフラインを守りたいですね。

社会保険労務士法人
X-Y-Z パートナークリエイト．特定社労士 戸川一秋

ぜひ、チェック＆フォロー
お願いします♬

YouTube

エックス Instagram

大阪府トラック協会

TikTok
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区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数 受講者数と区分 開催回数 受講者数 開催回数 受講者数運行管理者 補助者等 計
令和 7 年１月 2 52 12 64 1 53 0 0

令和6年度累計 32 1,443 330 1,773 5 408 2 38

（令和７年１月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

（令和７年１月末現在）◎適性診断業務

Ｎ 
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Ｓ 

Ｖ 

Ａ 
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京  橋

京  橋
京  橋
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大
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京 阪
本 線

大阪メ
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堀鶴見
緑地線

至 鶴
見緑地

JR東
西線

至 尼崎

至 天王寺

至 新大阪

至 

松
井
山
手

至 

松
井
山
手

至 

奈
良

至 

奈
良

至 

森
の
宮

大
阪
環
状
線

歩
行
者
専
用

南
出
口

玉
造
筋

城見通り

大阪府トラック
総合会館

ツイン
21

大阪ビジネス
パーク

読売
テレビ

ＩＭＰ
大阪ビジネス
パーク駅

大阪ビジネス
パーク駅

大阪城ホール

階段

寝 屋
川

第二寝屋川

片
町
橋

鴫
野
橋

朝
日
橋

ホテル
ニューオータニ
大阪

クリスタル
タワー

大
阪
メ
ト
ロ
今
里
筋
線

お
お
さ
か
東
線

お
お
さ
か
東
線

至 

緑
橋

至 

緑
橋

至 

蒲
生
四

至 

蒲
生
四

○ＪＲ大阪環状線・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「大阪城公園」徒歩約１０分

○ＪＲ東西線・・・・・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○ＪＲおおさか東線・・・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

○大阪メトロ長堀鶴見緑地線・・・
　　「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分・
　　「京橋」徒歩約２０分

○大阪メトロ今里筋線・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
11月 12月 １月 11月 12月 １月

特別積合せ
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

一　　　般
増　　車 （7）566 （6）524 （9）490 （31）967 （26）939 （33）803
減　　車 500 499 484 782 886 762

特　　　定
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

合　　　計
増　　車 （7）566 （6）524 （9）490 （31）967 （26）939 （33）803
減　　車 500 499 484 782 866 762

（最近３カ月）
府下営業用トラック増・減車状況

※ (  　) 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）　　　　　　　　※（　　）新規許可　タクデリ：0件（0台）

お悔やみ申し上げます

鶴運輸㈱（泉南郡熊取町朝代東２ノ１ノ16＝
泉州支部）会長 西本茂 殿、２月24日死去、74
歳。葬儀は２月27日午前11時半から泉佐野市中
庄1090ノ１の泉佐野セレモ平安にて執り行われ
た。

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数
任　　　意 義　　　　　　務 合　　計一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

令 和 7 年 1 月 719 0 177 66 8 2 972

令和6年度累計 6,723 2 2,921 596 73 4 10,319





大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

３月の安全運転実践目標



注： 件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。

● 各年の1月末までの確定値
年

区　分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

件 数 127 117 125 123 116

死 者 数 0 1 0 5 0

負 傷 者 数 144 138 140 134 142

● 各年の1月末までの確定値
年

区　分 令和３年 令和4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年

件 数 117 125 123 116 115

死 者 数 1 0 5 0 1

負 傷 者 数 138 140 134 142 132

● 各年の1月中の確定値
年

区　分 令和３年 令和4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年

件 数 117 125 123 116 115

死 者 数 1 0 5 0 1

負 傷 者 数 138 140 134 142 132

事業用貨物自動車の交通事故発生状況
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通　報 大ト協第３１７号
令 和 ７ 年 ３月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　坂　田　喜　信

令和７年度 ドライバー等安全教育訓練促進助成制度について 
（ご案内） 
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陸災防通報 陸災防大第５３号
令  和 ７ 年 ３ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　坂　田　喜　信

 

「テールゲートリフター特別教育（学科）」の開催について（ご案内） 
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陸災防通報 陸災防大第５４号
令  和 ７ 年 ３ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　坂　田　喜　信
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